
 

〇
内
閣
府
告
示
第
百
三
号 

重
要
施
設
周
辺
及
び
国
境
離
島
等
に
お
け
る
土
地
等
の
利
用
状
況
の
調
査
及
び
利
用
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年

法
律
第
八
十
四
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
し
た
注
視
区
域
及
び
特
別
注
視
区
域
に
つ

い
て
、
公
示
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
る
の
で
、
同
法
第
五
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
及
び
第
十
二
条
第
六
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
六
年
内
閣
府
告
示
第
九
十
一
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。 

 

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

内
閣
総
理
大
臣 

石
破 

茂 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 



備
考

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

［
略
］ 

十
一

［
略
］ 

番
号

障
子
山
航
空
保
安
無
線
所
、
大
湊

地
区
総
監
部
、
大
湊
弾
薬
整
備
補

給
所
、
芦
崎
貯
油
所
、
大
湊
衛
生

隊
診
療
所
、
大
湊
航
空
基
地
、
大

湊
分
屯
基
地

分
屯
基
地

名
称

青
森
県
む
つ
市 

区
域

二

［
略
］

一

注
視
区
域 

 
 

次
の
表
に
掲
げ
る
区
域
の
う
ち
内
閣
府
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
図
面
に
示
す
部
分 

改

正

後

［
同
上
］ 

十
一

［
同
上
］ 

番
号

障
子
山
航
空
保
安
無
線
所
、
大
湊

地
方
総
監
部
、
大
湊
弾
薬
整
備
補

給
所
、
芦
崎
貯
油
所
、
大
湊
衛
生

隊
診
療
所
、
大
湊
航
空
基
地
、
大

湊
分
屯
基
地

名
称

青
森
県
む
つ
市 

区
域

二

［
同
上
］ 

一

注
視
区
域 

 
 

次
の
表
に
掲
げ
る
区
域
の
う
ち
内
閣
府
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
図
面
に
示
す
部
分 

改

正

前



 

第
一
号
の
表
中
番
号
百
五
十
五
の
項
の
区
域 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
当
該
区
域
の
図
面
を
内
閣
府
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

 


